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開発行為における道路の設計及び配置計画についての具体例 
 

政令第２５条第２号ただし書及び政令第２５条第４号括弧書を適用できる場合とこれ

らを適用できない場合の住宅団地を例として、既存道路及び区域内道路等の幅員、配置を

以下に例示する。 

 

例１：開発区域面積が０．３ha 未満の場合 
 下図のような開発区域面積が０．３ha未満の開発行為にあっては、主たる接続先道路の幅
員は４．０ｍ以上、区域内道路（取付道路を含む。）は４．２ｍ以上を必要とする。 

 なお、接続先道路の幅員は、少なくとも一方向が４．０ｍ以上を有していることを要する。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例２：開発区域面積が０．３ha 以上０．６ha 未満の場合 
 開発区域面積が０．３ha 以上で０．６ha未満の開発行為にあっては、主たる接続先道路の
幅員は４．５ｍ以上、区域内道路（取付道路を含む。）は６．０ｍ以上を必要とする。 

 なお、６．０ｍ道路で囲まれた開発区域の部分に設ける小区間の道路は、審査基準を満た

すことで、幅員を４．２ｍ以上とすることができる。 
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例３：開発区域面積が１ha 以上の場合 
 開発区域面積が１ha以上の開発行為にあっては、接続先道路の幅員は６．５ｍ以上を要し、
かつ、区域内幹線道路（区域内道路）は６．０ｍ以上を要する。 

 なお、この事例においては、開発区域面積が１ha 以上であるため、政令第２５条第２号た

だし書及び政令第２５条第４号括弧書を適用できない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例４：小規模な開発行為で開発区域の一部が２項道路に接する場合 
 開発区域が接する道路は、幅員４．０ｍ以上であることが必要とされるが、開発区域の面
積が１０００㎡未満の小規模な開発行為の場合においては、接する道路の一方が２項道路（幅

員１．８ｍ以上）であっても、開発区域内の予定建築物の建築敷地から当該２項道路への出

入口がないように設計がなされている場合（工作物等の設置等）は、開発行為は可能である。 
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例５：既存道路の拡幅を伴い、かつ開発区域が２項道路に接する場合（ケース１） 
 下図のような開発区域の面積が０．３ha以下の開発行為の場合においては、接する道路の
一方が２項道路（２．７ｍ以上）であっても、開発区域内の予定建築物の建築敷地から当該２

項道路への出入口がないように設計がなされている場合は、開発行為は可能である。 

  なお、取付道路は開発規模に応じて必要となる区域内道路の幅員以上の確保を要する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
例６：開発区域（０．３ha 超）が一方通行道路と既存道路に接する場合 
下図のように０．３ha を超える開発区域が２以上の既存道路に接する場合は、一方の道路

は幅員４．５ｍ以上、かつ、区域内道路及び取付道路は６．０ｍ以上の幅員を必要とする。  

なお、その他の道路である一方通行道路は、開発区域に至る経路及び開発区域から他の幅

員４．０ｍ以上の道路に接続するまでの間、４．０ｍ以上の道路幅員の確保が必要である。 
 

※開発行為に関

する工事 

（6.0m に拡幅） 

開発区域 

区域内道路 6.0ｍ 

主
た
る
接
続
先
道
路
（ 

 

ｍ
以
上
） 

取付道路 
（既存の拡幅） 

一方通行道路 

幅員 4.0m 以上 

既存道路 

（その他の道路） 

※開発区域に至る

までの経路も幅員

4.0ｍ以上が必要 

A 

B 

C 

D 

※4.0m 以上の道路幅員

が、他の 4.0ｍ以上の路

線の道路に接続するま

で確保できている。 

4.5 

※一方向は

4m 以上 

開発区域：0.3ha～0.6ha未満 

一方向は幅員 4m以上 
（主たるルート） 

※開発行為に 

関する工事 

（4.2 m に拡幅） 

開発区域 

区域内道路 4.2ｍ 

主
た
る
接
続
先
道
路
（
４
ｍ
以
上
） 

取付道路 
（既存の拡幅） 

既存道路 
（2項道路） 
※幅員 2.7m以上 
 （従たるルート） 

A 

B 

C 

D 

※A～D の敷地につい

て 2 項道路からの出入

口を設けない場合、開

発区域が 2 項道路に接

していても可 

※一方向は

4m 以上 

開発区域：0.3ha 以下 

区域内道路 4.2ｍ 

区域内道路 6.0ｍ 



別 添 １ 
 

別添1 - 10 

 

４ 道路幅員構成 
 道路幅員は、道路構造物を構成する部分の幅員ではなく、歩行や車両の通行上、円滑な交

通が可能である有効幅員である。 
このため、開発行為による道路や開発区域に接する道路の有効幅員は、法敷きは含まず、

路面の部分と道路側溝（蓋あり）の合計による幅員とする。 
なお、道路に沿って設けられる水路構造物については、当該水路構造物が道路機能を有す

るものとして、歩行者や車両の通行可能な状態にあり、不特定多数の者の交通の利用に供す

ることについて、管理者が認めている場合は、当該水路部分を幅員に算入できるものとする。 
（１）道路の幅員は、下図の例により取扱うものとする。 
（２）区域内道路及び取付道路の道路幅員は４．２ｍ以上とし、かつ、有効幅員は４．０ｍ以 

上とすること。 
 
 

車道 歩道 

道路幅員 

道路＋道路敷 

路肩 歩道 路肩 

土留めは RC造 
※地盤から土留めの天端までの高さが３０ｃｍ以下の場合

は道路管理者との協議により無筋コンクリート造も可 

※道路幅員に含まれない道路敷部分の管理に

ついては法第３３条に基づく管理者との協議

にて別途定めること。 

道路幅員 
有効幅員 

（図２） 

（図１） 

道路幅員 
有効幅員 

(蓋無し） 

（図３） 

道路幅員（有効幅員） 

(蓋有り） 

（図４） 
※水路構造物で道路機能を有さない場合、

道路幅員は有効幅員とする。 
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５ 道路のすみ切り(規則第 24条第 6号) 
（１）道路のすみ切り寸法の基準 
 次表は規則第２４条第６号の適用を受ける道路のすみ切り（両側）の標準とする。歩道の

ない道路が同一平面で交差した場合等に円滑な自動車交通を担保するため適当な長さですみ

切りを設け、安全のための視距(一定の見通し距離)を確保しようとするものである。なお、規
模の大きなものについては、別途、道路管理者と協議・調整の上、必要な寸法を確保するこ

と。 
すみ切りの基準（両側の場合） 

道  路 
 

幅  員 

 
40m以上 

 

20m以上 
 

40m未満 

15m以上 
 

20m未満 

12m以上 
 

15m未満 

10m以上 
 

12m未満 

8m以上 
 

10m未満 

6m以上 
 

8m未満 

4m以上 
 

6m未満 
 

40m以上 
 

12 
15 
 8 

    
－ 

 
－ 

 
－ 

 
－ 

20m以上 
 

40m未満 

 10 
12 
 8 

    
－ 

 
－ 

 
－ 

15m以上 
 

20m未満 

   8 
10 
 6 

     
－ 

12m以上 
 

15m未満 

    6 
 8 
 5 

    
－ 

10m以上 
 

12m未満 

 
－ 

       

 8m以上 
 

10m未満 

 
－ 

 
－ 

    5 
 6 
 4 

  

 6m以上 
 

 8m未満 

 
－ 

 
－ 

      

 4m以上 
 

 6m未満 

 
－ 

 
－ 

 
－ 

 
－ 

    3 
 4 
 2 

（注）1 単位はメートル 
上段 交又角  90°前後 
中段  〃   60°以下 
下段   〃  120°以上 
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（２）道路の両側をすみ切りとすることが困難な場合 
開発行為によって新設する道路と既存道路の形状や開発区域の形態上、新設する道路の位

置が限定されており、両側にすみ切りを確保するには、隣地の擁壁や建築物を除却する必要

が生じるなど、道路の両側にすみ切りを確保することが困難な場合は、次の表の区分に応じ、

すみ切りを片側のみに設置することができる。 
この場合において、１５ｍ以上の道路が交差する部分の片側隅切りの寸法は、別途、道路

管理者と調整・協議の上、必要な寸法を確保すること。 
すみ切りの基準（片側の場合） 

（注）1 単位はメートル 
上段 交又角  90°前後 
中段  〃   60°以下 
下段   〃  120°以上 
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－ － 

    6 
 8 
 5 

  

 6m以上 
 

 8m未満 
－ － 
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カ 開発区域内の道路を袋路状道路とすることが出来る開発行為の取り扱いについて 
 
開発区域内に道路を設ける場合において、以下の基準を満たす場合は、規則第２４条第５

号ただし書きに基づき当該道路を袋路状道路とすることが出来る。 
なお、所沢市開発審査会一括議決基準である「市街化調整区域に関する都市計画決定の日

以前からの宅地性を証することができる土地における開発行為等の許可基準」（線引き前宅地）

に基づき、開発区域内に道路を築造する場合については、当該一括議決基準による。 
 
１ 当該袋路状道路は、都市計画法第３２条の協議により道路管理者に帰属しない道路であ

ること。 
２ 原則として、開発区域面積が１０００㎡未満の開発行為により設ける道路であること。

ただし、開発区域面積が１０００㎡以上の開発行為に伴い区域内道路（通り抜け道路）

を設ける場合にあって、当該通り抜け道路に接続して設けることとなる袋路状道路の部

分及び当該袋路状道路を主たる接道先とする建築予定敷地（当該袋路状道路に車両が出

入りする場合における建築予定敷地を含む。）の部分の面積の合計が１０００㎡未満であ

る場合は、開発区域内に袋路状道路を設けることができる。この場合において当該袋路

状道路及び建築予定敷地の隣接地に安全対策としてやむを得ず未利用地（短冊状の土地

を含む。）を設ける場合は、未利用地を含め当該面積の合計が１０００㎡未満であること。 
３ 袋路状道路の幅員は、４．２メートル以上とすること。 

４ 袋路状道路の幅員が６．０ｍ未満の場合は、開発区域を貫通して道路を設置すること。

ただし、転回広場又は避難通路が設けられている等避難上及び車両の通行上支障がない

場合、又は既に隣接地に多数の建築物が建ち並んいるため、開発区域を貫通するように

道路を設けても、将来において通り抜け道路が確保される見込みがないことが明らな場

合は、この限りでない。 

５ 袋路状道路（取付道路を含む。）の延長は、６０メートル以内とすること。 

６  袋路状道路（取付道路を含む。）の延長が３５メートルを越える場合は、終端及び区間３
５メートル以内ごとに自動車の転回広場が設けられていること。ただし、幅員が６メー

トル以上のものについては、この限りでない。 
    なお、自動車の転回広場の大きさについては、建築基準法施行令第１４４条の４の道（位
置指定道路）に関し、「道路位置指定申請の手引き」の基準によること。 

７  道路の平面交差部及び屈曲部には「オ  道路のすみ切り」の規定によるすみ切りを設置
すること。なお、平面交差部において両側すみ切りにすることが困難で、かつ、交通安全

上支障がないと認められる場合は、片側すみ切りとすることができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

参考例（開発区域面積が３０００㎡の場合） 

開発区域 

接続先道路 6.5m 以上（既存道路）※ 

区域内道路 6ｍ 

① 

③ 

②

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

■上記の基準 

Ａ又はＢの土地の主たる接道先が区域内道路であ

り、かつ、袋路状道路からの車両の出入りがない場

合には、袋路状道路（⑦）の面積と住宅地（①～⑥）

の面積の合計が１０００㎡未満であれば袋路状道路

（幅員４．２m の場合は延長３５ｍ以下）とすること

が出来る。 

A B 

※本文適用の場合 
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キ  開発行為における袋路状道路の構造について 

  法第３２条の協議により道路管理者に帰属しない袋路状道路について、道路施設の構造又
は能力に関しての技術的基準は次に掲げるものとする。 
 
（道路に関する技術的基準） 
  規則第２４条に定めるほか、道路の構造等に関しての基準は次に掲げるものとし、標準仕
様の詳細は添付図書のとおりとする。 
１  道路の構造はアスファルト舗装とする。ただし、その景観・機能によって当課との協議
が成立した場合はこの限りでない。 

２  開発許可申請者は、道路の維持管理について、所有権の有無に拘わらず管理責任を負う
ものとし、法第８０条による報告若しくは資料の提出を求められた場合、速やかに報告書

を提出しなければならない。 
３  道路の雨水を処理するため、下流側に横断側溝を設置し路側部にＬ形あるいはＵ字側溝
を布設する。 

    また、雨水桝は約２０メートル毎に設け、排水管または浸透施設に接続すること。 
４  道路の雨水を処理するための浸透施設の設計は、当課との協議によること。 
５  道路内に設置する下水道の排水施設に関する技術的基準は、この基準と規則２６条に定
めるところによるほか、下水道管理者との協議により施工することができる。 

６  危険防止のための安全施設は協議のうえ設置すること。 
７  U字側溝を設置する場合は蓋付きであること。 
８  車庫等の出入り口は切下げられたＬ形側溝で施工されていること。 
９  道路内に電柱・ゴミ置場等の占用物の設置をしないこと。 
10  工事の中間検査は、路盤の厚さ・側溝断面・浸透施設の設置状況等、道路工事の中間検
査の工事写真を撮っておき、完了検査を受ける際に検査員に提示すること。 



別 添 １ 
 

別添1 - 15 

 

（道路擁壁に関する技術的基準） 
  規則第２７条に定めるところによるほか、道路擁壁に関しての基準は次に掲げるものとす
る。 
１  道路擁壁の設置場所は、道路（有効）幅員外の道路用地内に設置するものとする。 
２  転落防止等の安全施設は、協議のうえ設置すること。 
３  工事の中間検査は、構造物の基礎・鉄筋の配筋が完成した時点等に中間検査の工事写真
を撮り、完了検査を受ける際に検査員に提示すること。 

４ 道路機能を保持するために設ける土留め（擁壁）の構造は、鉄筋コンクリート造とする。 
  ただし、地盤から土留めの天端までの高さが３０ｃｍ以下の場合において、道路管理者

との協議により無筋コンクリート造とすることが認められる場合はこの限りでない。 
 
 
標準仕様の添付図面 
 ①  道路標準平面図 
 ②  道路標準断面図 
 ③  Ｌ形浸透雨水桝構造図 
 ④  横断側溝構造図 
 ⑤  浸透井戸構造図 
 ⑥ 組立１号マンホール構造図 
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